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Ｊ
Ｐ
Ｃ
（
日
本
患
者
・
家
族
団
体
協

議
会
）
は
六
月
七
日
、
東
京
・
五
反
田

の
全
社
連
会
館
で
第
二
回
総
会
を
開
き

ま
し
た
。
（
写
真
）

　

総
会
は
辻
川
寿
之
（
全
交
災
）
幹
事

の
司
会
で
す
す
め
ら
れ
、
伊
藤
建
雄
（
北

Ｊ
Ｐ
Ｃ
第
２
回
総
会
開
く

海
道
難
病
連
）
幹
事
の
開
会
の
あ
い
さ

つ
の
あ
と
、
５
　
宏
代
表
幹
事
が
「
こ
と

し
は
憲
法
施
行
四
十
周
年
。
憲
法
二
十

五
条
の
生
存
権
を
は
じ
め
憲
法
を
学
び

直
し
、
守
る
も
憲
法
攻
め
る
も
憲
法
を

理
念
に
運
動
し
て
い
こ
う
」
と
挨
拶
し

ま
し
た
。
来
賓
か
ら
の
あ
い
さ
つ
を
う

け
た
あ
と
、
議
長
団
に
小
林
義
雄
（
日

患
同
盟
）
、
井
上
明
（
大
阪
難
病
連
）

両
氏
を
選
び
議
事
に
入
り
ま
し
た
。

　

小
林
孟
史
事
務
局
長
か
ら
の
活
動
報

告
、
梅
崎
園
子
幹
事
か
ら
の
決
算
報
告
、

堀
崎
一
雄
監
査
か
ら
の
会
計
監
査
報
告

を
一
括
し
て
討
議
し
、
い
く
つ
か
の
質

問
の
あ
と
こ
れ
を
承
認
し
ま
し
た
。

　

牛
後
か
ら
は
、
古
川
圭
助
幹
事
か
ら

一
九
八
七
年
度
の
活
動
方
針
案
、
梅
崎

園
子
幹
事
か
ら
の
予
算
案
が
提
案
さ
れ

ま
し
た
。

　

結
成
初
年
度
は
体
制
づ
く
り
の
年
と

位
置
づ
け
大
き
な
活
動
展
開
は
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
二
年
度
目
は
各
種
資

金
造
成
計
画
を
基
盤
と
し
て
様
々
な
事

業
活
動
案
が
提
案
さ
れ
、
そ
れ
に
と
も

な
っ
て
予
算
案
も
い
っ
き
に
初
年
度
の

三
倍
近
く
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

活
発
な
意
見
や
質
問
が
だ
さ
れ
ま
し

た
。

　

有
料
道
路
の
割
引
き
対
象
の
拡
大
、

二
十
歳
で
打
ち
切
り
に
な
る
小
児
難
病

の
公
費
医
療
制
度
の
拡
充
、
加
盟
団
体

を
増
や
す
努
力
、
協
力
会
員
制
度
の
取

り
組
み
、
難
病
患
者
の
高
齢
化
に
と
も

な
う
施
設
の
拡
充
、
花
火
販
売
活
動
の

取
り
組
み
、
公
費
医
療
制
度
の
拡
充
、

法
制
度
を
変
え
な
い
ま
ま
福
祉
制
度
の

引
き
締
め
を
は
か
る
攻
撃
の
実
態
、
自

治
体
独
自
の
福
祉
制
度
の
引
き
締
め
な

ど
各
地
域
、
団
体
の
中
で
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
実
態
を
紹
介
し
な
が
ら
、
Ｊ

Ｐ
Ｃ
の
二
竺
に
度
目
へ
の
期
待
も
込
め
て

発
言
が
あ
い
つ
ぎ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の

発
言
に
幹
事
会
か
ら
必
要
な
答
弁
が
行

わ
れ
た
あ
と
、
方
針
案
、
予
算
案
は
原

案
ど
お
り
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

新
年
度
役
員
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
、
決
議
も

そ
れ
ぞ
れ
原
案
を
承
認
し
ま
し
た
。

　

こ
の
あ
と
記
念
講
演
が
あ
り
、
前
田

麦
一
代
表
幹
事
の
あ
い
さ
つ
で
閉
会
し

ま
し
た
。
（
関
連
記
事
二
～
＋
面
）



　
　

こ
の
一
年
間
の
活
動

ｍ

　

全
国
交
流
集
会
ぶ

　

昨
年
十
一
月
、
静
岡
県
熱
海
市
で
開
催

し
た
こ
の
集
会
で
は
、
「
み
ん
な
で
つ
く

ろ
う
地
域
の
医
療
」
を
テ
ー
マ
に
、
二
十

六
団
体
、
百
四
十
八
人
の
代
表
が
記
念
講

演
、
全
体
会
、
分
散
会
を
通
じ
て
真
剣
な

話
し
合
い
と
交
流
を
行
い
ま
し
た
。

㈲

　

喜
ば
れ
た
『
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
仲
間
』

　

機
関
誌
『
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
仲
間
』
の
創
刊
は
、

患
者
・
家
族
、
加
盟
団
体
相
互
の
交
流
の

場
、
情
報
’
資
料
の
提
供
の
場
と
し
て
全

国
の
仲
間
か
ら
歓
迎
さ
れ
ま
し
た
。

㈲

　

4
0
万
人
署
名
で
国
会
へ
請
願

　

昨
年
二
月
二
十
七
日
、
全
国
の
会
員
が

病
身
に
鞭
打
っ
て
集
め
た
四
十
万
人
強
の

署
名
を
持
っ
て
十
五
団
体
五
十
三
人
の
代

表
が
国
会
に
請
願
し
、
自
民
党
議
員
を
除

く
衆
参
合
わ
せ
て
四
十
人
強
の
議
員
に
よ

っ
て
国
会
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

㈲

　

幹
事
会
・
事
務
局
会
議

　

Ｊ
Ｐ
Ｃ
発
足
後
、
ほ
ぼ
隔
月
に
開
催
し

た
幹
事
会
で
は
、
折
々
の
活
動
の
具
体
化

や
情
勢
に
見
合
っ
た
運
動
方
向
な
ど
に
つ

い
て
協
議
し
、
ま
た
五
団
体
の
代
表
で
櫛

成
さ
れ
る
事
務
局
会
議
も
必
要
に
応
じ
て

開
催
し
、
活
動
の
実
務
的
な
対
応
、
処
理

(要旨)

な
ど
を
話
し
合
い
、
執
行
し
て
き
ま
し
た
。

㈲

　

事
務
局
体
制
強
化
が
急
務

　

財
政
状
況
は
、
加
盟
団
体
が
「
前
年
度

一
般
会
計
の
Ｉ
％
相
当
」
と
の
分
担
金
納

入
基
準
の
実
施
に
努
力
し
た
こ
と
な
ど
か

ら
安
定
し
た
財
政
が
堅
持
で
き
ま
し
た
。

　

事
務
局
体
制
は
、
実
務
を
全
腎
協
に
依

存
す
る
こ
と
を
前
題
に
出
発
し
て
い
る
た

め
障
害
も
多
く
、
効
率
的
な
事
務
局
活
動

が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

圀

　

そ
の
他
、
多
様
な
活
動

　

そ
の
他
こ
の
一
年
間
に
、
エ
イ
ズ
法
案

の
国
会
提
出
に
関
連
し
て
、
全
国
ヘ
モ
フ

ィ
リ
ア
友
の
会
と
連
名
で
法
案
に
反
対
の

旨
の
要
望
書
を
関
係
各
方
面
に
提
出
し
だ

の
を
は
じ
め
、
そ
の
折
々
の
問
題
に
対
応

し
た
活
動
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　

ま

　

と

　

め

　

初
年
度
は
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
が
発
展
す
る
た
め

の
基
礎
づ
く
り
の
年
と
位
置
づ
け
て
活
動

を
す
す
め
た
結
果
、
多
く
の
成
果
を
お
さ

め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
一

方
で
は
、
執
行
体
制
、
事
務
局
体
制
な
ど
、

少
な
く
な
い
課
題
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
教
訓
に
学
び
、
今
年
度
は
加
盟
団

体
の
拡
大
、
財
政
基
盤
の
強
化
な
ど
の
活

動
が
さ
ら
な
る
飛
躍
の
た
め
重
要
で
す
。

ｅ

詣
蜷
守
る
も
憲
法
、
攻
め
る
も
憲
法

　　

曹

　

長

　

宏

代表幹事

　

Ｊ
Ｐ
Ｃ
第
二
回
総
会
に
お
集
ま
り
の
皆

さ
ん
、
お
忙
し
い
な
か
を
ご
苦
労
様
で
す
。

　

結
成
宣
言
を
基
調
と
し
た
方
針
の
機
能

的
な
実
践
は
具
体
的
な
成
果
を
あ
げ
、
Ｊ

Ｐ
Ｃ
へ
の
信
頼
の
証
明
と
し
て
十
二
万
人

の
組
織
に
成
長
し
ま
し
た
。
今
年
度
は
そ

の
教
訓
を
発
展
さ
せ
る
た
め
、
活
動
の
拠

点
と
な
る
事
務
局
体
制
の
確
立
、
患
者
会

館
の
建
設
な
ど
の
財
源
問
題
の
討
議
、
追

求
が
重
要
な
課
題
と
な
り
ま
す
。

　

我
国
の
社
会
保
障
は
、
広
い
範
囲
で
連

続
的
に
、
し
か
も
巧
妙
に
攻
撃
を
う
け
、

特
に
、
病
人
、
障
害
者
、
老
人
に
ス
ポ
ッ

ト
を
あ
て
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
労
働
能

力
の
有
無
を
処
遇
の
基
準
に
す
る
」
と
い

う
、
差
別
に
貫
か
れ
た
我
国
の
社
会
保
障

の
特
質
の
ひ
と
つ
で
す
。
さ
ら
に
は
、
こ

の
し
め
つ
け
が
、
軍
事
費
世
界
第
三
位
、

軍
需
景
気
の
活
況
と
い
う
、
軍
事
力
強
化

と
並
行
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

今
年
は
、
国
際
障
害
者
年
の
中
間
年
に

あ
た
り
、
同
時
に
憲
法
施
行
四
十
周
年
、

ま
た
、
朝
日
訴
訟
が
は
じ
ま
っ
て
三
十
周

年
に
な
り
ま
す
。
憲
法
は
生
き
る
権
利
の

存
在
を
教
え
、
朝
日
訴
訟
は
運
動
に
よ
っ

て
権
利
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
教
え
ま
し

た
。
い
ま
こ
そ
、
私
達
は
こ
の
二
つ
か
ら

学
び
、
と
り
わ
け
、
憲
法
の
民
主
的
条
項

を
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

憲
法
第
十
一
条
で
は
基
本
的
人
権
の
保

障
が
謳
わ
れ
、
十
三
条
で
は
幸
福
の
追
求

権
、
十
四
条
で
は
平
等
権
が
保
障
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
我
々
が
年
中
□
に
し
て

い
る
、
い
わ
ゆ
る
生
存
権
擁
護
は
一
一
十
五

条
に
、
そ
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
九

十
八
条
で
、
憲
法
の
理
念
に
基
づ
か
な
い

よ
う
な
法
律
、
行
政
は
違
法
で
あ
る
こ
と

が
唱
え
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
九
十
九
条
で

は
、
天
皇
は
じ
め
大
臣
、
国
会
議
員
あ
る

い
は
裁
判
所
、
広
く
は
公
務
員
が
、
こ
う

い
っ
た
民
主
的
な
条
項
を
守
る
責
任
を
負

っ
て
い
る
こ
と
を
唱
っ
た
、
憲
法
尊
重
擁

護
義
務
を
明
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
九
十

八
条
、
九
十
九
条
は
、
そ
う
い
っ
た
意
味

で
は
運
動
の
い
わ
ゆ
る
「
バ
ネ
」
と
な
る

条
項
で
も
あ
る
の
で
す
。

　

憲
法
四
十
周
年
の
節
目
に
あ
た
っ
て
、

も
う
一
度
、
憲
法
の
諸
条
項
を
学
び
な
お

し
、
守
る
も
憲
法
、
攻
め
る
も
憲
法
と
い

う
基
本
理
念
を
身
に
つ
け
、
運
動
を
す
す

め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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は
じ
め
に

　

今
年
四
月
に
開
か
れ
た
医
学
会
総
会
で

は
、
最
新
医
学
の
研
究
成
果
の
発
表
が
相

次
ぎ
ま
し
た
。
医
療
・
福
祉
の
後
退
が
続

く
中
で
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
私
た
ち
の
支

え
に
は
な
ら
ず
、
患
者
は
今
必
要
な
医
療

活
動
方
針
を
捉
案
す
る
古
川
幹
事

　

・

（

(要旨)

か
ら
も
遠
ざ
け
ら
れ
か
け
て
い
ま
す
。
更

に
政
府
は
、
六
十
年
代
半
ば
ま
で
に
医
療

保
険
制
度
の
「
一
元
化
」
な
ど
を
め
ざ
し

て
お
り
、
私
た
ち
は
必
要
な
意
志
表
示
と

行
動
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

社
会
保
障
制
度
の

　

拡
充
を
求
め
て

叫

　

長
期
・
慢
性
化
す
る
患
者
の
実
態

　

中
年
層
の
慢
性
疾
患
の
増
加
な
ど
を
背

景
に
厚
生
省
は
、
「
一
病
息
災
」
と
の
健

康
観
を
示
し
ま
し
た
が
、
慢
性
疾
患
は
働

き
盛
り
の
人
と
そ
の
家
族
を
失
職
な
ど
に

追
い
込
み
、
健
保
の
】
割
負
担
は
、
時
に

必
要
な
医
療
さ
え
拒
み
ま
す
。
病
気
の
長

期
化
で
様
々
な
悲
劇
も
起
っ
て
い
ま
す
。

㈲

　

患
者
・
国
民
に
冷
た
い
医
療
施
策

　

こ
う
し
た
実
態
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
府

は
、
患
者
・
国
民
の
負
担
強
化
や
、
医
療

供
給
体
制
そ
の
も
の
の
縮
小
に
よ
っ
て
、

医
療
費
全
体
で
は
な
く
、
国
の
負
担
だ
け

を
減
ら
す
施
策
を
進
め
て
い
ま
す
。

倒

　

医
療
シ
ス
テ
ム
を
抜
本
「
改
正
」

　

更
に
、
今
年
一
月
、
厚
生
省
に
設
置
さ

れ
た
「
国
民
医
療
総
合
対
策
本
部
」
は
二
十

一
世
紀
に
向
け
て
、
入
院
時
食
費
患
者
負

担
の
導
入
を
は
じ
め
と
す
る
医
療
サ
ー
ピ

＠

ス
の
「
構
造
的
」
な
「
改
革
」
を
検
討
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
医
療
費
抑
制
策
も
並

行
し
て
進
め
ら
れ
、
「
福
祉
医
療
制
度
」

の
導
入
な
ど
の
動
向
も
あ
り
ま
す
。
臨
床

工
学
士
法
は
患
者
の
願
い
に
そ
っ
た
も
の

で
す
が
、
医
療
費
節
減
策
で
も
あ
り
、
医

療
の
質
に
か
か
わ
る
内
容
も
含
む
こ
と
を

注
視
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

㈲

　

福
祉
制
度
も
「
全
面
見
直
し
」

　

福
祉
関
係
合
同
審
議
会
か
ら
近
く
中
間

報
告
が
だ
さ
れ
ま
す
が
、
福
祉
分
野
で
も

全
面
的
な
「
見
直
し
」
策
が
打
ち
出
さ
れ

る
で
し
ょ
う
。
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福

゛
祉
士
法
の
成
立
は
そ
の
具
体
化
と
も
い
え

ま
す
。
ま
た
、
既
存
制
度
に
は
な
ん
ら
手

を
加
え
ず
に
児
童
扶
養
手
当
を
打
ち
切
る

な
ど
「
適
正
化
」
も
相
次
い
で
い
ま
す
。

㈲

　

新
型
間
接
税
の
導
入
を
企
図

　

政
府
は
、
国
民
の
強
い
批
判
で
断
念
し

た
「
売
上
税
」
に
替
え
、
高
齢
化
社
会
へ

の
社
会
保
障
財
源
づ
く
り
を
理
由
に
「
福

祉
目
的
税
」
な
ど
、
大
型
間
接
税
の
導
入

を
目
論
ん
で
い
ま
す
。
膨
大
な
軍
事
費
を

認
め
る
一
方
で
社
会
保
障
予
算
を
削
り
、

さ
ら
に
大
型
間
接
税
を
導
入
し
よ
う
と
す

る
政
策
に
私
た
ち
は
反
対
し
ま
す
。

㈲

　

社
会
保
障
制
度
の
充
実
を
求
め
て

　

今
年
は
国
際
障
害
年
中
間
年
、
憲
法
施

行
四
十
周
年
で
す
。
今
、
政
府
が
進
め
て

い
る
施
策
は
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
理

念
に
背
く
も
の
ば
か
り
で
す
。
私
た
ち
は
、

　

「
人
間
の
尊
厳
、
生
命
の
尊
厳
が
何
よ
り

も
大
切
に
さ
れ
る
社
会
」
を
求
め
て
、
国
の

取
る
べ
き
役
割
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
も
私
た
ち
の
Ｊ
Ｐ

Ｃ
を
拡
大
、
強
化
し
て
行
き
ま
し
ょ
う
。

　

患
者
・
家
族
の

　

ね
力

'
>

　

「
医
療
の
拡
充
を
求
め
て
」

①
難
病
の
原
因
究
明
、
研
究
体
制
の
確
立

②
難
病
を
は
じ
め
治
療
に
専
門
性
を
必
要

　

と
す
る
疾
病
の
専
門
医
療
体
制
の
確
立

③
難
病
、
慢
性
疾
患
な
ど
の
予
防
、
早
期

　

発
見
、
早
期
治
療
体
制
確
立

④
薬
害
、
労
働
災
害
・
職
業
病
の
発
生
予

　

防
、
根
絶
の
た
め
の
対
策
の
拡
充

⑤
難
病
、
慢
性
疾
患
な
ど
の
専
門
医
原
従

　

事
者
の
養
成
と
確
保

⑥
国
立
医
療
機
関
の
統
廃
合
に
反
対
、
公

　

的
医
療
の
拡
充

⑦
保
健
所
の
拡
充
と
機
能
の
強
化

⑧
医
学
進
歩
に
必
要
な
予
算
の
確
保

　
　

【
医
療
保
障
の
拡
充
を
求
め
て
一

①
健
保
本
人
の
十
割
給
付
復
活
、
国
保
、

　

健
保
家
族
の
給
付
率
引
き
上
げ

②
入
院
時
食
事
代
患
者
負
担
の
導
入
反
対

③
老
人
保
健
制
度
の
十
割
給
付
と
、
治
療

　

制
限
の
撤
廃

④
室
料
差
額
、
付
添
い
料
の
廃
止

⑤
結
核
予
防
法
「
命
令
入
所
制
度
」
の
引

　

き
締
め
中
止
、
公
費
優
先
制
度
の
存
続

ｊ／
ア
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⑥
難
病
、
精
神
、
身
体
障
害
者
の
公
費
医

　

療
制
度
の
拡
充

⑦
高
額
療
養
費
制
度
の
自
己
負
担
限
度
額

　

の
引
き
下
げ

⑧
高
度
先
進
医
療
の
医
療
保
険
全
面
適
用

　
　

【
生
活
保
障
の
拡
充
を
求
め
て
一

①
年
金
制
度
の
充
実
、
障
害
年
金
の
拡
充
、

　

す
べ
て
の
障
害
者
に
年
金
支
給

②
生
活
保
護
の
受
給
制
限
反
対
、
基
準
引

　

き
上
げ

⑤
傷
病
手
当
金
の
給
付
率
の
引
き
上
げ
、

　

給
付
期
間
の
延
長

④
特
別
障
害
者
手
当
の
増
額
と
対
象
拡
大

⑤
労
働
災
害
補
償
の
引
き
締
め
中
止
、
給

　

付
内
容
の
充
実

　
　

【
社
会
復
帰
対
策
の
促
進
を
求
め
て
】

①
働
く
意
志
と
条
件
の
あ
る
患
者
の
完
全

　

社
会
復
帰
促
進

②
病
気
を
理
由
と
し
た
解
雇
の
禁
止

③
障
害
者
雇
用
促
進
法
の
抜
本
改
正

④
保
護
雇
用
、
在
宅
雇
用
制
度
の
確
立

⑤
医
療
と
授
産
を
含
む
保
健
施
設
の
設
置

⑥
職
業
紹
介
、
相
談
、
訓
練
体
制
の
強
化

⑦
病
児
、
障
害
児
の
教
育
・
環
境
保
障

　
　

【
福
祉
対
策
の
拡
充
を
求
め
て
一

①
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
適
用
拡
大
と
診

　

断
書
の
簡
素
化

②
各
種
障
害
者
施
策
の
認
定
基
準
の
緩
和

⑤
身
障
者
・
老
人
施
設
な
ど
の
費
用
徴
収

　

の
負
担
軽
減

④
患
者
・
障
害
１
　
用
住
宅
の
確
保

⑤
医
療
、
リ
ハ
ビ
リ
、
そ
の
他
の
機
能
を

　

も
つ
施
設
の
設
置

⑤
鉄
道
、
航
空
、
有
料
道
路
な
ど
の
運
賃
、

　

料
金
割
引
の
内
部
障
害
者
へ
の
適
用

⑦
相
談
活
動
へ
の
助
成

⑧
低
料
三
種
認
可
条
件
の
緩
和

⑨
在
宅
福
祉
対
策
の
拡
充

⑩
総
合
的
福
祉
対
策
の
確
立
と
『
障
害
者

　

の
権
利
宣
言
』
の
完
全
実
施

重
点
活
動
目
標
と

活
動
の
す
す
め
方

　
　

【
今
年
度
の
重
点
活
動
目
標
一

①
患
者
・
家
族
の
「
ね
が
い
」
の
実
現
の

　

た
め
、
国
会
請
願
署
名
・
募
金
活
動
に

　

取
り
組
み
ま
す
（
全
国
一
斉
街
頭
署
名

　

九
月
二
十
七
日
、
請
願
行
動
二
～
三
月
）

②
「
地
域
医
療
の
確
立
」
を
テ
ー
マ
に
「
全

　

国
交
流
集
会
？
」
を
福
島
県
二
本
松
市

　
　

（
岳
温
泉
）
で
行
い
ま
す
。

③
関
係
各
団
体
な
ど
の
協
力
を
受
け
て
自

　

己
免
疫
、
整
形
外
科
、
神
経
・
筋
疾
患

　

を
中
心
と
し
た
医
療
相
談
会
と
交
流
会

　

を
開
き
ま
す
。

④
加
盟
団
体
の
協
力
に
よ
り
、
物
品
販
売
、

　

特
典
付
協
力
会
員
な
ど
の
資
金
造
成
活

　

動
を
進
め
ま
す
。

⑤
事
務
局
専
従
体
制
を
早
急
に
確
立
す
る

　

よ
う
努
め
ま
す
。

　
　

「
陳
情
活
動
」

４

①
厚
生
省
を
は
じ
め
関
係
者
庁
へ
の
陳

　

情
、
要
請
活
動
を
進
め
ま
す
。

②
Ｊ
Ｒ
、
航
空
会
社
、
日
本
道
路
公
団
な

　

ど
関
係
機
関
、
企
業
へ
の
要
請
活
動
を

　

行
い
ま
す
。

　
　

【
交
流
・
研
修
活
動
一

①
国
会
各
党
議
員
団
、
医
療
関
係
団
体
、

　

労
働
組
合
な
ど
関
係
団
体
と
必
要
に
応

　

じ
て
交
流
、
連
携
活
動
を
進
め
ま
す
。

②
そ
の
折
々
の
情
勢
に
見
合
っ
た
テ
ー
マ

　

で
の
講
演
会
や
会
活
動
に
役
立
つ
実
務

　

講
習
会
の
開
催
に
努
め
ま
す
。

③
加
盟
団
体
の
役
員
研
修
会
や
学
習
会
に

　

役
立
つ
よ
う
、
講
師
の
派
遣
に
努
め
ま

　

す
。

　
　

【
広
報
・
宣
伝
活
動
】

①
機
関
誌
『
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
仲
間
』
の
内
容
充

　

実
に
努
め
、
読
者
の
拡
大
に
努
め
ま
す
。

②
加
盟
団
体
の
活
動
に
役
立
つ
医
療
、
福

　

祉
に
関
す
る
情
報
、
資
料
を
必
要
に
応

　

じ
て
発
行
し
ま
す
。

③
加
盟
団
体
の
活
動
状
況
を
把
握
し
、
各

　

会
の
活
動
に
役
立
つ
よ
う
情
報
を
提
供

　

し
ま
す
。

　
　

「
相
談
活
動
」

①
事
務
局
専
従
体
制
の
確
立
に
合
せ
て
、

　

相
談
体
制
を
確
立
し
ま
す
。

　
　

［
組
織
・
財
政
活
動
］

①
幹
事
会
は
三
ヵ
月
に
一
回
を
目
安
に
開

　
　

き
、
事
務
局
会
議
を
必
要
に
応
じ
て
開

　
　

き
ま
す
。

②
加
盟
団
体
を
増
や
す
よ
う
、
全
国
の
患

　

者
・
家
族
団
体
に
呼
び
か
け
ま
す
。

③
す
べ
て
の
都
道
府
県
に
加
盟
団
体
が
で

　

き
る
よ
う
、
未
組
織
県
の
組
織
化
に
努

　

め
ま
す
。

④
ブ
ロ
ッ
ク
毎
の
交
流
を
進
め
ま
す
。

⑤
分
担
金
の
「
一
％
納
入
」
、
国
会
請
願

　

署
名
に
と
も
な
う
募
金
活
動
、
機
関
誌

｡|ｐ俤の抑間
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７

　

の
普
及
に
努
め
、
健
全
財
政
の
確
立
を

　

１

　

日
指
し
ま
す
。

⑥
当
面
、
在
京
患
者
団
体
の
共
同
事
務
所

　

の
確
保
を
急
ぎ
、
「
全
国
患
者
会
館
」

　
　

（
仮
称
）
の
基
本
構
想
の
検
討
を
行
い

　

ま
す
。

言

　

５
２



＠

総会決議

　

私たち難病の忠者・障害者とその家族は、

念願であった忠者連動の全国統一組織を昨年

６月に結成することができまＬだ。

　

そして１年。署名に、陳情・請願に、街頭

宣伝に、また交流会や学習にとりくみ、ある

いは機関誌の発行によって、患者の実態と要

求をひろく訴え、私たち自身の運動推進体制

をかためることができました。

　

私たちの闘病生活の長期化と高齢化がすす

み、単に苦痛をとりのぞき、延命を図るだけ

の医学、医療ではなく、保健、予防など私た

ちのおかれている生活環境の改善をふくめた、

より人問的豊かさへの社会保障の充実がます

ます重要になってきています。

　

しかるに、老人医寮費の自己負担頷再引き

上げをはじめ、医療費の抑制政策。社会保障

制度の抜本的な改悪が、政府の手によって強

力にすすめられつつあります。また、“高齢

化社会に備えた社会保陣の財源づくり”を名

目にした「税制改革」を機会に、国民への負

担増加を、あたかも軍事費増大ではなく、私

たち「弱者」の対策のためであるかのごとく

すりかえた宣伝も行われています。

　

憲法施行40周年、国際障害者年中間年のこ

とし、私たちは声を大にして訴えます。すべ

ての人問は､生命の最後の一瞬にいたるまで、

人間らしく生きる権利の存することを改めて

確認し、人間としての尊厳が何よりも大切に

されるべきことを訴え、真の社会保障の実現

をめざし、人類の平和と未来のために、患者･

家族が一丸となって奮闘することを決議しま

す。

　　　　　　　　　　　　　　

1987年６月７日

損
傷
者
連
合
会
●
全
国
心
臓
病
の
子
供
を

守
る
会
宮
崎
県
支
部
●
全
国
精
神
障
害
者

家
族
会
連
合
会
●
群
馬
県
患
者
同
盟

　
　
　
　
　
　

（
以
上
順
不
同
、
敬
称
略
）

｡躇軌９の抑間

日本患者・家族団体協議会

　　　　

第

　

２

　

回

　

総

　

会

全
国
脊
髄

'87

スローガン

すべての患者・家族団体が手を結び、

　　　

ゆたかな医療と福祉をめざそう。

＊マル俊眺1ll、所司1接脱の４人に厦対しよう

＊すすんだ医療を等しく享受できる社会保障の拡充をめざそう

＊患者迦動の令国の拠点姓段俳想をめざして知恵と力を砧集Ｌよう

1987年度役員名簿

代表幹事

　　

同

小務局長

幹

　　　　

事

会

同

　

同

　

同

　

同

　

同

　

同

　

同

　

同

　

同

　

同

計

　

同

長

前山

小林

伊藤

伊藤

伊藤

梅崎

濤

黒崎

河野

　

宏（日本患者同盟）

麦一（京都難病団体連絡協議会）

孟史（全国腎臓病患者連絡協議会）＊

建雄（北海道難病連）

文匹（福島県靴病団体連絡協議会）＊

　

|尋（岐阜県甦病団体連絡い議会〉

園子（全国心臓病の子供を守る仝〉＊

米三（大阪甦病者団体巡絡協議会）

本一（群馬県雛病団体連絡協議会）

　

磐（全国パーキンソン病友の会）

辻川

　

刄之（全国交通労働災害対策協議会）

　　　

番田

　　　

古川

　　　

松尾

監査

　

堀崎

　　　

傲岸

●
日
本
社
会
党
中
央
本
部
●
公
明
党
国
民

運
動
本
部
長
・
草
野
威
●
民
社
党
中
央
執

行
委
員
長
・
塚
本
三
郎
●
衆
議
院
議
員
・

池
端
清
一
、
同
・
工
藤
晃
、
同
・
経
塚
幸

夫
、
同
・
丹
羽
雄
哉
．
同
・
藤
田
ス
ミ
、

同
・
矢
島
恒
雄
、
同
・
稲
垣
実
男
．
同
・

岩
佐
恵
美
、
同
・
浦
井
洋
、
同
・
田
中
光

雄
●
参
議
院
議
員
・
佐
藤
昭
雄
、
同
・
藤

井
恒
雄
、
同
・
糸
久
八
重
子
、
同
・
沓
脱

タ
ケ
子
●
障
害
者
の
生
活
と
権
利
を
守
る

全
国
連
絡
協
議
会
●
国
際
障
害
者
年
日
本

推
進
協
議
会
●
全
国
保
険
医
団
体
連
合
会

●
福
岡
県
難
病
連
●
三
重
県
難
病
連
●
奈

　

１

良
県
難
病
連
●
長
野
県
難
病
連
●
宮
崎
県

　
　

．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

７

難
病
連
●
岩
手
県
腎
臓
病
友
の
会
●
全
国

　
　

・

　

茂（全国肝臓病患者会連絡協議会）

圭助（ロ本患者同盟）

　　　　　　

＊

節子（スモンの会全国連絡協議会）＊

一雄（全国ハンセン病忠者協議会）

礼三く全岡多発性硬化症友の会）

　　　　　　　　

＊印は事務局担当団体
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1986年度決算報告
:1986.6. 1

:1987.3.31

自

至〔収入の部〕

ｪ頁　　目 予　算－ 金　額 予算比 備　　　　　考

分　拉　金

機関誌購読料

募　　　　金

寄　付　金

地　収　入

1,620,000

　　750,000

1,800,000

　　100,000

　　100,000

1,872,000

　　640,200

2,863,279

　　　10,000

　　123,891

115.5

　85.3

159.0

　10.0

123.9

30団体

26団体

医労協

受取利息、全国交流集会残金繰入ほか

小　　　　計一

級　入　金

4,370,000

1,475,608

5,509,370

1,475,608

126.0

100.0 全国患者・家族団体連絡会より繰入

合　　　　計 5,845,608 6,984,978 119.4

〔支出の部〕

ぢ 予　算 金　額 予算比 備　　　　　考

会　議　費

機関紙発行費

印　刷　費

旅費行動費

通　信　昔

人　件　費

事務所費

備消品費

雑　　　　費

1,112,000

1,000,000

1,000,000

　　150,000

　　300,000

　　500,000

　　200.000

　　70,000

　　43,608

1,533,750

　　772,280

1.029,035

　　113,660

　　447,650

　　500,000

　　200,000

　　47,160

　　　　　200

137.9

　77.2

102.9

　75,7

149.2

100.0

100.0

　67.3

　　0.4

結成総会、幹事会．事務局会議

１～５号印刷費ほか

晋名用紙．チラシほか

厚生省ほか役員行動費

全腎協２万×10ヵ月、切手代

全腎協５万×10ヵ月

全腎協２万×10ヵ月

印鑑、封筒、テープ

小　　　　計

予　備　費

次期繰越

4,375,608

1,470,000

4,643,735

　　　　　　　0

2,441,243

106.1

　　０．０

合　　　　計 5,845,608 6,984,978 119.4

（残高内訳）現　　企　　10､538

　

会
計
監
査
報
告
書

　

一
九
八
六
年
度
「
日
本
患
者
・
家
族
団

体
協
議
会
」
の
決
算
に
つ
い
て
、
会
計
帳

簿
類
、
証
ひ
ょ
う
類
、
現
金
、
預
金
な
ど

の
一
切
に
つ
い
て
監
査
し
た
結
果
、
す
べ

　　

10,538

2,016,736(富士銀行目白支店〉

　

313,969

預

　　

金

郵便振替

て
適
正
に
処
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
認
め

報
告
し
ま
す
。

　

一
九
八
七
年
五
月
八
日

会
計
監
査

　
　
　
　
　

堀
崎
一
雄
⑩

　
　
　
　
　

嶺
岸
撥
三
⑩

・
（

＠

　

－

1987.4. 1

1988.3.31

自

至
1987年度予算

項　　目 予算額 内　　　　　　　　　　訳

収

入

分　　担　　金

機関誌購読料

募　　　　　　金

寄　　付　　金

屑駐　　　JI又　　　入

1,850,000

1,100,000

2,500,000

7,180,000

　　100,000

29団f本

有料購読750部

国会請願

花火183万、雑貨125万、協力会員400万(2000人)、他

小　　　　　　　割

前　期　繰　越

12,730,000

　2,341,243

今　　　　　　計 15,071,243

支

出

会　　議　　　費

機関誌発行費

印　　　刷　　　費

旅費行動費

事　　業　　　費

通　　　信　　　賢

人　　　件　　　費

事　務　所　費

備品消耗品費

寄付金還元支出

事務所設置積立金

雑　　　　　　費

1,600,000

1,150,000

1,160,000

　　300,000

1,800,000

　　480,000

2,162,000

　　510,000

　　180,000

3,365,000

　　800,000

　, 64,243

総会、幹事会、事務局会議

6～11号、印刷費、送料ほか

署名用紙．チラシほか

出張旅費、行動費

講演会、相談仝、研修費

電話代33万円、郵便代15万円

給料　14.7万円×12ヵ月（ボーナス３ヵ月）=こ1,764,000

社会保険料事業主負担分　　　　　　　　＝　200,000

退職積立金　１万２千円×９ヵ月（中退全）＝　108,000

通勤交通費　　　　　　　　　　　　　　　＝　90,000

5万円×９ヵ月．２万円×３ヵ月

電話敷設８万円、机、椅子、ロッカー、事務用品

花火141.5万、雑貨75万、協力会員120万円（取扱団体還元分）

小　　　　　　　剥

予　　備　　費

13,571,243

　1,500,000

合　　　　　　　計 15,071,243

'8/. 7 . 1　・ll●○の抑間j4



記念講演
゛
「
税
制
改
革
」
と
社
会
保
障

ぐ

　
　

日
本
生
協
連
医
療
部
会
事
務
ａ
ａ
篠

　

崎

　

次

　

男

　

大
型
間
接
税
は
一
応
廃
案
に
な
り
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
現
在
、
新
た
な
税
制

改
革
の
話
し
合
い
に
入
っ
て
い
ま
す
。

直
間
比
率
と
い
う
の
は
、
現
在
の
税
収

の
う
ち
直
接
税
が
七
三
％
、
間
接
税
が

二
七
％
で
す
が
、
直
接
税
が
多
す
ぎ
る

か
ら
間
接
税
を
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る

の
が
直
間
比
率
の
見
直
し
で
す
。

　

こ
の
前
国
会
に
提
出
し
た
税
制
改
革

大
綱
を
基
準
に
話
し
合
い
が
進
め
ら
れ

て
い
る
よ
う
で
す
。
あ
の
時
は
五
％
売

㎜

上
税
を
か
け
る
と
い
う
こ
と
が
、
今
度

は
三
％
ぐ
ら
い
で
ス
タ
ー
ト
し
た
ら
と

い
う
の
が
大
方
の
見
方
で
す
。
税
金
を

か
け
な
い
品
目
が
こ
の
前
は
五
十
ぐ
ら

い
あ
っ
た
の
で
す
が
、
今
回
は
食
物
以

外
は
全
部
を
売
上
税
の
対
象
に
と
い
う

の
が
二
つ
め
の
問
題
で
す
。
三
つ
め
は
、

年
間
一
億
円
以
上
売
っ
た
企
業
が
、
納

税
義
務
者
に
な
る
と
い
う
規
程
を
、
三

千
万
円
ぐ
ら
い
ま
で
引
き
下
げ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

従
い
ま
し
て
再
確
認
し
て
お
く
こ
と

は
、
廃
案
に
な
っ
た
か
ら
関
係
な
い
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
あ
の
法
案
を
下

敷
に
し
て
現
在
話
し
合
い
が
進
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
す
。

　

前
回
国
会
に
出
し
た
自
民
党
の
税
制

改
革
案
は
三
点
あ
り
ま
し
た
。
一
つ
は

売
上
税
の
導
入
、
こ
れ
で
二
兆
九
千
億

円
の
増
収
を
は
か
る
。
第
二
点
が
マ
ル

優
の
廃
止
、
こ
れ
で
一
兆
六
千
億
円
の

税
収
を
は
か
る
。
三
つ
め
は
所
得
税
と

法
人
税
と
個
人
の
住
民
税
を
減
税
す

1７

る
、
こ
れ
は
年
収
七
百
万
円
ぐ
ら
い
の

人
が
い
く
ら
か
税
金
が
返
っ
て
く
る
と

い
う
こ
と
で
、
一
般
の
市
民
は
減
税
な

し
で
す
。

　

直
接
的
に
は
売
上
税
が
ど
の
よ
う
に

私
達
の
療
養
生
活
に
ひ
び
い
て
く
る
か

と
い
う
こ
と
で
、
売
上
税
の
し
く
み
を

も
う
Ｉ
度
ふ
り
返
っ
て
み
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

課
税
対
象
で
す
が
、
は
じ
め
は
医
療

・
福
祉
と
い
う
の
は
、
公
共
性
の
強
い

も
の
だ
か
ら
関
係
な
い
の
で
は
な
い
か

と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
す
べ
て
の

取
り
引
き
、
サ
ー
ビ
ス
が
課
税
対
象
に

な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
勿
論
医
療
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
病
院
・
診
療
所
の

医
療
行
為
も
対
象
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

次
に
納
税
義
務
者
は
誰
か
と
い
う

と
、
事
業
を
行
う
企
業
と
法
人
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
の
場
合
の
事
業
と
い
う

の
は
、
営
利
、
非
営
利
は
関
係
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
医
療
法
人
と
い
え
ど

も
、
納
税
義
務
者
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

も
う
一
つ
、
公
益
法
人
も
あ
る
わ
け

で
す
が
、
民
間
と
競
合
下
に
あ
る
事
業

は
納
税
義
務
者
に
な
り
、
民
間
が
や
ら

　

Ｉ

な
い
ご
く
限
ら
れ
た
事
業
を
行
う
公
益

法
人
以
外
は
納
税
義
務
者
な
の
で
す
。

　

た
だ
、
若
干
の
例
外
に
非
課
税
の
取

り
引
き
が
あ
り
ま
す
。
政
策
的
な
配
慮

に
よ
っ
て
食
品
、
社
会
保
険
診
療
、
医

薬
品
、
学
校
教
育
に
つ
い
て
は
、
社
会

の
公
共
性
か
ら
い
っ
て
、
免
税
に
し
て

お
こ
う
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
中
に
社
会
保
険
診
療
と
医

薬
品
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
病
院
は

問
題
な
い
の
で
な
い
か
と
従
来
い
わ
れ

て
き
ま
し
た
が
、
中
味
を
検
討
し
て
み

る
と
か
な
り
高
額
な
税
金
が
か
か
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
中
で
、
医
療
機
関
の
扱
い
は
ど

う
い
う
扱
い
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
納

税
義
務
者
は
病
院
で
す
が
、
誰
が
税
金

を
払
う
か
と
い
う
と
、
ツ
ケ
は
全
部
患

者
に
回
っ
て
き
ま
す
。
皆
さ
ん
か
ら
徴

収
し
て
、
病
院
が
皆
さ
ん
に
代
っ
て
税

金
を
収
め
る
と
い
う
だ
け
で
す
。
で
す

か
ら
医
療
機
関
が
税
金
に
か
か
わ
る
行

為
と
い
う
の
は
、
実
は
そ
の
ま
ま
ス
ト

レ
ー
ト
に
患
者
の
肩
に
か
か
っ
て
く
る

と
理
解
し
た
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
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現
在
考
え
ら
れ
て
い
る
大
型
間
接
税

の
な
か
で
、
病
院
が
医
療
収
入
の
う
ち
、

課
税
対
象
に
な
る
の
は
、
自
由
診
療
、

美
容
整
形
、
歯
科
の
自
由
診
療
、
差
額

べ
。
ド
、
企
業
の
行
う
健
康
診
断
で
す
。

こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
公
費
医
療
の
切

り
捨
て
、
社
会
保
険
診
療
の
改
悪
、
こ

う
い
う
状
況
か
ら
自
由
診
療
の
枠
が
、

ど
の
ぐ
ら
い
広
が
っ
て
く
る
の
か
と
い

う
こ
と
を
、
頭
に
入
れ
て
お
か
な
く
て

は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

厚
生
省
が
医
療
改
悪
を
現
在
準
備
中

で
す
が
、
自
由
診
療
で
一
番
大
き
な
影

響
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
病
院
を

細
か
く
ラ
ン
ク
づ
け
す
る
と
い
う
作
業

が
進
ん
で
い
る
こ
と
で
す
。

　

高
度
医
療
を
提
供
す
る
特
定
病
院
、

そ
の
次
が
一
般
病
院
、
や
や
長
期
入
院

を
必
要
と
す
る
慢
性
疾
患
病
院
、
そ
の

下
に
老
人
病
院
、
老
人
保
健
施
設
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
皆
さ
ん
が
入
院

す
る
場
合
、
五
つ
の
医
療
機
関
の
タ
イ

プ
が
お
上
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
こ
こ
に
入
る
と
、
タ
イ
プ
別

に
医
療
サ
ー
ビ
ス
が
限
定
さ
れ
て
き

て
、
老
人
保
健
施
設
は
、
百
ベ
ッ
ド
で

医
師
が
一
人
で
い
い
と
い
う
こ
と
で
す

か
ら
、
夜
間
、
休
日
は
医
師
抜
き
で
す
。

　

慢
性
疾
患
病
院
で
は
、
外
科
的
な
処

置
は
ほ
と
ん
ど
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
一
般
病
院
で
も
、
手
術
を
し
よ
う

と
す
る
と
お
腹
だ
け
の
手
術
し
か
で
き

な
い
、
胸
と
か
頭
の
手
術
は
特
定
病
院

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
慢
性
疾
患

病
院
に
入
院
し
て
い
て
、
虫
垂
炎
を
起

し
て
手
術
が
必
要
に
な
っ
た
時
、
そ
こ

で
は
で
き
な
い
、
し
か
し
病
院
だ
か
ら

で
き
る
、
社
会
保
険
や
公
費
医
療
で
で

き
な
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
自
由
診
療
な

ら
で
き
る
と
い
う
方
向
に
い
く
は
ず
で

す
。

　

こ
う
い
う
点
で
、
自
由
診
療
が
課
税

対
象
に
な
る
と
い
う
の
は
、
片
方
で
医

療
機
関
の
ラ
ン
ク
づ
け
を
や
っ
て
、
制

限
診
療
を
医
療
機
関
ご
と
に
応
用
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
と
、
大
変
な
状
況
に

な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
差
額
ベ
ッ
ド
で
す
が
、
先
程
の

ラ
ン
ク
づ
け
さ
れ
た
病
院
の
違
い
は
、

極
端
に
い
う
と
医
師
と
看
護
婦
の
差
だ

け
で
す
。
慢
性
疾
患
病
院
の
看
護
婦
の

数
は
、
現
行
の
半
分
以
下
に
減
ら
さ
れ

＠

る
で
し
ょ
う
。
老
人
保
健
施
設
で
は
五

十
ベ
ッ
ド
で
、
常
時
正
規
の
看
護
婦
は

一
人
で
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

今
の
基
準
看
護
は
正
規
の
看
護
婦
の

数
で
決
ま
っ
て
く
る
の
で
、
付
添
差
額

は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
た
て
ま
え
に
な

っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
く
ず
れ
て
い

く
わ
け
で
す
か
ら
、
差
額
ベ
ッ
ド
料
の

中
に
差
額
看
護
料
と
い
う
の
が
入
っ
て

く
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
自
由
診
療

と
差
額
ベ
ッ
ド
、
こ
れ
が
非
常
に
大
き

な
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

あ
わ
せ
て
今
後
検
討
さ
れ
て
い
る
問

題
と
し
て
、
病
名
毎
に
入
院
期
間
を
特

定
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
虫
垂
炎

の
場
合
は
三
日
間
、
腎
臓
結
石
は
二
日

間
と
い
う
ふ
う
に
極
端
な
入
院
制
限
が

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
あ
く
ま

で
も
公
費
や
社
会
保
険
診
療
の
場
合

で
、
従
来
ど
お
り
一
週
間
入
院
し
た
か

っ
た
ら
、
あ
と
の
四
日
間
は
疾
病
保
険

を
買
っ
て
お
い
て
、
そ
こ
か
ら
お
金
を

も
ら
っ
て
入
院
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

自
由
診
療
や
差
額
ベ
ッ
ド
の
範
囲
は

こ
れ
か
ら
起
る
で
あ
ろ
う
健
康
保
険
の

諸
改
悪
、
公
費
医
療
の
切
り
捨
て
、
こ

う
い
う
こ
と
の
か
ら
み
で
私
達
は
考
え

な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
う
し
、
こ
れ

は
絶
対
軽
視
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。

ぶ昧袖白川!一丿１

　

病
院
が
支
出
し
て
課
税
さ
れ
る
も
の

　

。
‥

に
は
、
病
院
と
診
療
所
の
建
設
費
が
あ

　

７

げ
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
兵
庫
県
に
あ
る

日
赤
病
院
に
併
設
さ
れ
る
老
人
保
健
施

設
は
、
二
十
二
ベ
ッ
ド
で
す
。
病
院
と

の
共
有
部
分
を
除
く
建
物
は
、
一
人
当

り
大
ざ
っ
ぱ
に
い
い
ま
す
と
、
八
・
六

坪
ぐ
ら
い
で
す
。
建
物
だ
け
で
坪
六
十

万
円
と
し
て
、
一
億
一
千
四
百
万
円
か

か
り
ま
す
。
こ
の
五
％
、
五
百
七
十
万

円
が
一
般
間
接
税
と
し
て
建
設
費
に
か

か
る
わ
け
で
す
。
べ
。
ド
、
厨
房
な
ど

備
品
に
五
千
万
円
ぐ
ら
い
か
か
り
。
五

％
の
税
金
で
す
か
ら
二
百
五
十
万
円
で

す
。
一
床
あ
た
り
三
十
八
万
円
の
税
金

が
が
か
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

建
物
は
二
十
五
年
で
償
却
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
実
際
は
十
年

以
内
で
償
却
し
な
い
と
新
し
い
レ
ベ
ル

に
追
い
つ
い
て
い
け
な
い
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
従
っ
て
税
金
は
五
年
ぐ
ら
い

で
償
却
し
な
い
と
、
こ
の
場
合
の
税
金

頷



の
償
却
と
い
う
の
は
、
五
年
間
か
か
っ

て
患
者
か
ら
と
り
た
て
る
と
い
う
ふ
う

に
考
え
て
、
老
人
保
健
施
設
で
は
、
だ

い
た
い
一
口
三
十
円
前
後
の
建
物
に
か

か
る
税
金
の
肩
代
り
が
行
わ
れ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
慢
性
疾

患
病
院
に
入
院
し
た
場
合
に
も
あ
て
は

ま
り
ま
す
。

　

医
薬
品
は
課
税
対
象
外
と
な
っ
て
お

り
ま
す
が
、
薬
価
基
準
に
登
録
さ
れ
た

薬
だ
け
し
か
免
税
に
な
り
ま
せ
ん
か

ら
、
試
供
品
、
試
薬
品
に
は
全
部
税
金

が
か
か
り
ま
す
。
薬
の
中
に
大
型
間
接

税
が
導
入
さ
れ
た
場
合
、
影
響
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
費
用
は
二
％
ぐ
ら
い
現
状
の

薬
価
が
引
き
上
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
他
白
衣
、
包
帯
、
体
温
計
、
注

射
針
な
ど
も
全
部
課
税
さ
れ
ま
す
。
つ

け
は
全
部
患
者
に
い
く
と
い
う
こ
と
で

す
。
問
題
は
値
段
を
ど
う
つ
け
る
か
と

い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
一
日
千
円
の

差
額
ぺ
″
ド
に
五
十
円
の
税
金
が
つ
き

ま
す
。
そ
れ
で
一
千
五
十
円
の
値
づ
け

を
す
る
か
と
い
う
と
、
お
そ
ら
く
こ
の

際
だ
か
ら
お
つ
り
の
面
倒
が
な
い
よ
う

に
一
千
三
百
円
に
し
て
お
こ
う
と
か
、

一
千
五
百
円
に
し
よ
う
と
か
、
こ
う
い

う
こ
と
に
な
る
の
が
通
例
で
す
。
で
す

か
ら
便
乗
値
上
げ
も
あ
り
う
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

福
祉
目
的
税
と
い
う
の
が
巷
で
取
沙

汰
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
九
八
五

年
に
、
増
岡
厚
生
大
臣
が
発
表
し
た
中

に
公
け
に
は
初
め
て
出
さ
れ
ま
し
た
。

昨
年
四
月
に
出
た
高
齢
者
対
策
推
進
本

部
の
報
告
の
中
で
厚
生
省
は
、
生
活
保

護
者
、
老
人
保
健
医
療
、
公
費
医
療
を

全
部
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
、
「
福
祉
医

療
制
度
」
を
作
り
、
老
人
、
難
病
患
者
、

生
活
保
護
者
を
集
め
て
医
療
費
を
独
算

制
で
や
る
と
い
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
や

っ
た
ら
全
部
赤
字
に
な
る
に
決
ま
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
赤
字
の
穴
う
め
に
、
売

上
税
を
当
て
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。
だ

か
ら
再
び
大
型
間
接
税
が
私
達
の
前
に

登
場
し
て
き
た
時
に
は
、
福
祉
目
的
税

と
か
ら
み
合
っ
て
出
て
く
る
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。

　

こ
う
い
う
点
で
は
っ
き
り
さ
せ
て
お

か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
国
家
予

算
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
統
一
さ
れ
て

審
議
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
病
人

＠

の
分
だ
け
一
般
会
計
か
ら
除
外
し
て
審

査
す
る
こ
と
は
、
国
民
を
差
別
す
る
も

の
で
す
。
そ
う
い
う
点
で
す
べ
て
の
国

民
に
か
か
わ
る
予
算
は
、
一
本
化
で
今

ま
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
分
離

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
憲
法
の
精
神
か

ら
い
っ
て
も
許
す
わ
け
に
は
い
き
ま
せ

ん
。

　

も
し
福
祉
だ
と
か
障
害
者
医
療
な
ど

が
、
特
別
な
ん
だ
と
い
う
理
由
で
一
般

会
計
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
く
な
ら
ば
、

そ
の
次
に
教
育
費
で
あ
る
と
か
、
公
共

事
業
賢
が
は
ず
さ
れ
な
い
と
い
う
保
障

は
あ
り
ま
せ
ん
。
国
の
一
般
会
計
で
は

何
に
お
金
を
使
う
の
か
、
本
当
に
残
る

の
は
軍
事
費
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
福
祉
目
的
税
と
い

う
の
は
、
’
福
祉
や
医
療
は
公
的
責
任
で

全
部
処
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性

格
の
国
家
の
支
出
を
分
離
し
て
、
差
別

的
に
扱
お
う
と
す
る
目
的
が
こ
の
中
に

潜
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
を
売
上
税
と
ひ
き
か
え
に
、
そ

れ
か
ら
高
額
所
得
者
の
誠
税
と
ひ
き
か

え
に
、
今
日
の
税
制
、
あ
る
い
は
国
の

予
算
の
仕
組
み
と
い
う
も
の
を
く
ず
し

て
い
い
と
い
う
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。

５７

　

大
型
法
人
、
一
流
企
業
が
ほ
と
ん
ど

法
人
税
を
払
っ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
と
も
に
払
っ

て
い
れ
ば
五
兆
円
の
税
収
入
が
は
か
れ

る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
不
公
平
税

制
と
い
う
の
は
、
大
企
業
が
優
遇
さ
れ

て
い
る
と
い
う
の
が
一
番
の
問
題
点
で

す
。
大
企
業
に
正
当
な
課
税
を
す
る
こ

と
で
、
売
上
税
を
導
入
し
な
く
て
も
財

源
は
十
分
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
同
時

に
軍
事
費
も
削
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

で
す
か
ら
私
達
は
、
大
き
な
国
民
運

動
を
さ
ら
に
広
げ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ

ん
。
同
時
に
患
者
の
場
合
に
は
、
医
療

保
障
制
度
、
公
費
医
療
の
後
退
を
絶
対

に
許
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
許

せ
ば
一
部
負
担
が
増
え
、
そ
の
一
部
負

担
に
さ
ら
に
税
金
が
か
か
る
と
い
う
わ

　

１

け
で
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
大
型
間
接
税
は
、

非
人
道
的
な
無
差
別
な
税
収
奪
に
つ
な

が
る
と
い
う
こ
と
で
、
医
療
保
障
制
度

の
拡
充
と
同
時
に
、
税
制
の
民
主
化
を

願
っ
て
私
達
も
一
生
懸
命
頑
張
り
た
い

と
思
い
ま
す
。

７
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Ｊ
Ｐ
Ｃ
資
金
造
成
活
動

　

Ｊ
Ｐ
Ｃ
で
は
本
年
度
の
活
動
方
針
で
、
重
点
活
動
目
標
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
資
金

造
成
活
動
を
加
盟
団
体
の
協
力
に
よ
り
進
め
」
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
こ
の
活
動

は
、
二
年
度
目
に
な
る
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
活
動
を
大
き
く
展
開
し
て
い
く
た
め
に
、
分
担
金
、

募
金
以
外
の
財
源
と
し
て
雑
貨
の
あ
っ
せ
ん
、
物
品
販
売
な
ど
を
加
盟
団
体
、
関
係

業
者
の
協
力
を
得
て
す
す
め
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

物
品
販
売
事
業

　

本
年
度
は
花
火
の
販
売
を
行
い
ま
す
。

花
火
の
販
売
活
勁
は
す
で
に
北
海
道
難
病

連
が
早
く
か
ら
取
り
組
ん
で
お
り
、
例
え

ば
昨
年
度
の
総
売
上
げ
が
五
百
六
十
七
万

円
、
総
利
益
二
百
五
万
円
の
実
績
を
あ
げ

て
い
ま
す
。

　

Ｊ
Ｐ
Ｃ
と
し
て
の
具
体
的
呼
び
か
け
が

遅
く
な
っ
た
た
め
、
全
国
的
な
取
り
組
み

に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
現
時
点
で
、
秋

田
、
福
島
、
岐
阜
、
大
阪
各
難
病
連
と
全

国
心
臓
病
の
子
供
を
守
る
会
が
取
り
扱
っ

て
お
り
好
評
を
得
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
花
火
を
業
者
か
ら
仕
入
れ
て
、

会
員
、
家
族
や
病
院
、
施
設
、
会
社
、
役

所
な
ど
の
職
員
、
社
員
。
そ
の
家
族
ら
に

組
織
を
通
じ
て
売
っ
て
も
ら
う
も
の
で

す
。
花
火
は
子
供
を
持
つ
家
庭
を
は
じ
め

個
人
的
消
費
の
傾
向
が
た
い
へ
ん
大
き
い

も
の
で
す
か
ら
、
普
及
の
可
能
性
は
十
分

あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
花
火
は
夏
休
み
中

な
ど
の
短
期
間
し
か
消
費
す
る
機
会
の
な

い
も
の
で
す
か
ら
、
販
売
活
動
も
五
月
か

ら
七
月
ぐ
ら
い
ま
で
の
短
期
勝
負
で
も
あ

り
ま
す
。
逆
に
、
そ
の
た
め
に
各
団
体
と

し
て
も
取
り
組
み
易
い
と
い
う
利
点
も
あ

り
ま
す
。

　

夏
期
に
は
一
般
小
売
店
、
百
貨
店
。
ス

ー
パ
ー
な
ど
で
も
大
量
に
販
売
し
、
時
に

は
安
売
り
も
し
て
い
ま
す
が
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の

あ
っ
せ
ん
す
る
商
品
は
同
じ
値
段
で
も
た

い
へ
ん
品
質
、
量
と
も
に
良
く
、
自
信
を

持
っ
て
す
す
め
ら
れ
る
も
の
で
す
。

　

商
品
は
業
者
か
ら
注
文
主
（
病
院
、
会

社
な
ど
の
単
位
）
に
直
接
送
ら
れ
。
各
団

体
は
宣
伝
、
売
り
込
み
、
注
文
受
付
、
集

金
、
送
金
な
ど
が
主
な
仕
事
と
な
り
、
団

体
事
務
局
が
直
接
商
品
を
扱
う
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
利
益
率
は
二
五
％
前
後
に
な

り
ま
す
。

1）

家
庭
雑
貨
斡
旋

　

こ
ち
ら
の
方
は
、
花
火
と
ち
が
っ
て
各

団
体
の
具
体
的
な
仕
事
は
少
な
く
、
売
り

込
み
、
注
文
、
集
金
な
ど
大
部
分
の
仕
事

は
Ｊ
Ｐ
Ｃ
と
契
約
し
た
業
者
が
行
い
ま
す

の
で
、
各
団
体
の
負
担
は
軽
く
な
り
ま
す
。

　

販
売
す
る
商
品
は
家
庭
雑
貨
が
主
で
、

Ｊ
Ｐ
Ｃ
お
よ
び
各
地
域
難
病
連
の
名
で
地

域
単
位
の
町
内
会
、
婦
人
会
、
自
治
会
、

会
社
な
ど
へ
訪
問
あ
る
い
は
ダ
イ
レ
ク
ト

メ
ー
ル
で
業
者
が
販
売
活
動
を
行
い
ま

す
。
そ
の
分
、
各
扱
い
団
体
は
楽
な
か
わ

り
に
Ｊ
Ｐ
Ｃ
、
各
難
病
連
の
信
用
問
題
に

も
か
か
わ
り
ま
す
の
で
、
扱
う
商
品
、
業

者
の
選
定
に
は
慎
重
を
期
さ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
Ｊ
Ｐ
Ｃ
で
は
こ
う
し
た
販
売

活
動
に
実
績
の
あ
る
信
用
あ
る
業
者
と
厳

格
な
契
約
沓
を
取
り
交
わ
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
販
売
活
動
を
通
じ
て
、
取
り

扱
い
団
体
に
は
売
上
げ
に
応
じ
た
一
定
額

が
寄
付
金
と
い
う
か
た
ち
で
納
入
さ
れ
ま

す
。
こ
ち
ら
も
北
海
道
難
病
連
で
実
績
を

積
ん
で
い
ま
す
が
、
毎
年
五
百
万
円
前
後

の
寄
付
を
こ
の
事
業
だ
け
で
受
け
て
い
ま

す
。

　

町
内
会
、
自
治
会
へ
の
商
品
の
扱
い
依

頼
、
宣
伝
に
は
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
や
取
り
扱
い
地

域
の
団
体
を
紹
介
す
る
機
関
誌
や
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
製
作
し
（
費
用
は
業
者
負
担
）
、

商
品
カ
タ
ロ
グ
な
ど
と
一
緒
に
配
布
し
ま

す
の
で
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
や
各
団
体
の
広
報
活
動

に
も
役
立
ち
、
北
海
道
難
病
連
の
経
験
で

は
未
組
織
の
患
者
や
家
族
か
ら
の
相
談
も

増
え
組
織
活
動
に
も
役
立
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
す
で
に
身
障
者
団
体
な

ど
が
早
く
か
ら
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
。

未
開
拓
地
域
も
多
い
の
で
大
き
く
展
開
す

れ
ば
専
従
事
務
局
員
も
配
置
で
き
る
ほ
ど

財
政
的
な
貢
献
度
も
高
い
可
能
性
を
も
っ

て
い
ま
す
。

　

難
病
連
が
な
い
地
域
や
あ
っ
て
も
取
り

組
み
の
難
し
い
地
域
で
は
、
疾
病
団
体
の

地
域
支
部
が
「
連
絡
所
」
と
し
て
扱
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
場
合
、
転
送
電
話

　

（
設
置
費
用
は
業
者
負
担
）
を
設
定
し
て

業
者
が
直
接
扱
い
ま
す
の
で
、
扱
い
支
部

事
務
局
の
負
担
は
少
な
く
て
す
み
ま
す
。

　

現
在
、
秋
田
、
福
島
、
新
潟
。
滋
賀
で

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

特
典
付
協
力
会
員

　

賛
助
会
員
、
協
力
会
員
制
度
は
多
く
の

団
体
に
あ
り
ま
す
が
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
特
典
付
協

力
会
員
制
度
は
こ
れ
ら
と
同
じ
よ
う
に
財

政
的
支
援
を
通
じ
て
Ｊ
Ｐ
Ｃ
、
各
団
体
と

広
範
な
支
援
者
の
結
び
つ
き
を
組
織
化
し

て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
「
特
典
」

と
は
、
抽
せ
ん
で
数
名
が
海
外
研
修
に
参

加
で
き
る
も
の
で
す
。
（
1
2
面
参
照
）
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つ
ば
き
仙
人

　
　

あ
り
が
と
う

　
　

１
ノ
ー
モ
ア
ー
ス
モ
ン
ー

　
　
　
　

作
・
緒
方
俊
平
／
絵
・
亀
島
え
り

　

こ
の
本
は
、
広
島
ス
モ
ン
訴
訟
の
全
面

解
決
を
記
念
し
て
、
薬
害
の
恐
し
さ
を
今

の
子
供
た
ち
に
伝
え
、
「
薬
害
根
絶
」
の

闘
い
を
理
解
し
て
も
ら
お
う
と
、
ス
モ
ン

広
島
弁
護
団
に
依
頼
し
て
児
童
向
け
の
絵

本
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

物
語
の
中
の
「
つ
ば
き
仙
人
」

は
、
ス
モ
ン
の
原
因
が
キ
ノ
ホ
ル

ム
で
あ
る
と
発
表
し
た
、
新
潟
大

学
の
椿
教
授
で
す
。
原
因
が
究
明

さ
れ
て
か
ら
は
、
損
害
を
回
復
さ

せ
る
闘
い
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ

の
闘
い
に
参
加
し
た
公
害
被
害
者

の
人
達
や
労
働
組
合
、
民
主
団
体

の
人
達
、
国
会
議
員
、
多
く
の
市

つばき仙人ありがとう

　
　
　

―

民
。
こ
の
絵
本
で
子
供
達
に
訴
え
た
い
の

は
、
ど
ん
な
に
苦
し
い
時
で
も
、
希
望
を

捨
て
ず
、
苦
し
み
を
力
に
し
て
生
き
ぬ
い

て
い
く
こ
と
、
こ
の
世
の
中
は
励
ま
し
合

っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
「
ノ
ー
モ
ア
・
ス
モ
ン
」
。

　

ご
希
望
の
方
は
広
島
ス
モ
ン
の
会
△
電

話
○
八
二
丿
二
二
七
－
九
七
六
九
∇
へ
。

価
格
は
未
定
で
す
の
で
お
問
い
合
せ
を
。

BＯＯＫ

…………ブタし……………l…………

　

難
病
－
裂
認
の
ｔ
讐

　
　
　
　
　
　

そ
の
役
割

　
　
　
　
　
　
　

三
鷹
医
師
会
編

　

東
京
・
三
鷹
市
で
は
、
十
年
前

か
ら
三
鷹
市
医
師
会
の
先
生
や
市

民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
難
病
ケ

ア
の
活
動
が
行
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
そ
し
て
七
年
前
か
ら
、
保
健

所
、
神
経
病
院
、
市
行
政
が
協
力

　
　
　

し
あ
い
難
病
検
診
を
行

-
―

ｆ

し

「
難
病
在
宅
ケ
ア
シ

５･扁万慢９●鴫･－魯えり

ス
テ
ム
」
の
確
立
に
ま
で

発
展
さ
せ
ま
し
た
。

　

本
書
は
そ
の
業
績
を
ま

と
め
た
も
の
で
、
貴
重
な

参
考
資
料
で
す
。
Λ
発
行

有
斐
閣
、
定
価
五
千
円
、

電
話
○
三
－
八
一
五
－
六

〇
三
〇
∇

Φ

５
日

　

厚
生

国
民
健
康
保
険

制
度
を
抜
本
的
に
見
直
す
た
め

　

「
国
保
間
題
懇
談
会
」
を
設
置
、

検
討
に
入
る
。

　

▽
５
日

　

総
務
庁
統
計
局
の

ま
と
め
に
よ
る
と
、
子
供
の
人

口
は
全
体
の
二
〇
エ
ハ
％
で
戦

後
最
低
を
記
録
。

　

▽
1
2
日

　

斉
藤
厚
相
は
、
老

人
保
健
審
議
会
総
会
に
、
老
人

設
の
設
備
、
人
員
配
置
・
運
営
基

り
を
諮
問
し
た
。

　

▽
1
4
日

　

治
療
用
の
輸
入
血
液
製
剤
で

エ
イ
ズ
に
感
染
し
た
血
液
疾
患
の
患
者
団

体
と
、
補
償
を
含
め
た
救
済
策
に
つ
い
て

厚
生
省
が
初
め
て
非
公
式
の
協
議
に
入
っ

た
。

　

▽
1
4
日
［
口
本
精
神
神
経
学
会
は
「
脳

死
を
人
間
の
死
と
す
る
」
中
間
報
告
に
反

麟
麟
謳
圖
Ｕ
う

膿
庖
性
乾
癖

　

厚
生
省
は
一
日
、
全
身
の
皮
膚
に
う

み
を
も
っ
だ
乾
癖
が
で
き
る
「
膿
庖
性

リ

Ｌ

八

特療
Ｈ

Ｕ

Ｕ

に

業
に
加
え
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

　

▽
1
8
日

　

「
ク
ロ
ロ
キ
ン
薬
害
第
二
期

訴
訟
」
の
判
決
で
、
製
薬
会
社
の
過
失
は

認
め
た
が
、
国
の
過
失
は
否
定
。

　

▽
籾
日

　

国
連
人
口
活
動
基
金
が
ま
と

め
た
「
世
界
人
口
白
書
一
九
八
七
」
に
よ

る
と
年
間
八
千
万
人
増
え
、
今
年
七
月
に

は
五
十
億
人
。

　

▽
３
日

　

労
働
者
の
「
勤
労
者
の
老
後

生
活
安
定
対
策
研
究
会
」
は
、
老
後
を
安

心
し
て
暮
ら
す
に
は
六
十
五
歳
で
、
世
帯

あ
た
り
千
五
百
万
円
必
要
と
試
算
。

　
　
　
　
　

▽
１
日

　

総
務
庁
は
「
角
膜

「
七

０
１

１
」

や
腎
臓
の
移
植
に
よ
る
実
態
調

査
」
で
医
療
機
関
の
連
携
不
備
を
指
摘
。

　

▽
１
日

　

厚
生
省
の
腎
不
全
対
策
推
進

会
議
は
、
各
県
に
腎
移
植
セ
ン
タ
ー
が
必

要
と
中
間
報
告
を
ま
と
め
た
。

　

▽
１
日

　

厚
生
省
は
膿
庖
性
乾
癖
を
難

病
に
指
定
。
公
費
負
担
の
難
病
は
二
十
九
。

　

▽
６
日

　

東
京
・
東
村
山
市
の
特
別
１
　

護
老
人
ホ
ー
ム
「
松
寿
園
」
で
火
災
。
寝

た
き
り
老
人
十
七
人
が
死
亡
。

　

膿
庖
性
乾
榔
は
、
急
激
な
発
熱
と
と

も
に
全
身
の
皮
膚
が
紅
色
を
帯
び
て
乾

宿
化
し
、
膿
庖
・
が
多
発
す
る
疾
患
。
全

国
の
患
者
は
約
五
百
人
と
推
定
さ
れ
て
Ｉ

邱Ｚ'8/｡iPIIの抑間



　

総
会
関
連
記
事
に
も
あ
り
ま
す
よ

う
に
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
は
結
成
二
年
度
目
を

迎
え
、
さ
ら
に
大
き
な
飛
躍
を
め
ざ

し
て
い
ま
す
。

　

特
に
事
務
局
体
制
は
現
在
、
全
腎

協
に
全
面
的
に
依
存
し
て
い
ま

す
が
、
専
従
者
の
配
置
と
独
立

し
た
事
務
所
の
確
保
は
急
務
と

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に

は
財
政
基
盤
を
強
固
に
し
て
い

く
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。

　

そ
こ
で
Ｊ
Ｐ
Ｃ
で
は
、
財
政

的
に
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
支
え
る
こ
と
を

通
じ
て
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
運
動
を
支
援

し
て
く
だ
さ
る
方
々
に
協
力
会

員
と
な
っ
て
く
だ
さ
る
よ
う
呼

び
か
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

多
く
の
皆
様
が
協
力
会
員
に

加
入
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
す

る
と
と
も
に
、
周
囲
の
ご
家
族

や
お
知
り
合
い
の
方
に
も
加
入

特回･協力会員募集

を
お
す
す
め
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

■
対
象
者

　

各
団
体
の
会
員
、
ご
家

　

族
、
病
院
の
職
員
、
ポ
ラ
ン
テ
ィ

　

ア
活
動
家
な
ど
誰
で
も
加
入
で
き

　

ま
す
。

■
会
費

　

一
口
二
千
円
（
年
間
）
。

　

何
口
で
も
加
入
で
き
ま
す
。

■
申
込
方
法

　

入
会
申
し
込
み
用
の

　

ハ
ガ
キ
を
Ｊ
Ｐ
Ｃ
事
務
局
、
加
盟

　
　
　

団
体
事
務
局
に
用
意
し
て
い

　
　
　

ま
す
。
必
要
事
項
を
ご
記
入

　
　
　

の
上
Ｊ
Ｐ
Ｃ
事
務
局
に
お
送

　
　
　

り
く
だ
さ
い
。
折
返
し
、
送

　
　
　

金
用
紙
を
送
り
ま
す
。
現
金

　
　
　

書
留
で
ご
送
金
の
場
合
も
申

　
　
　

し
込
み
ハ
ガ
キ
を
同
封
く
だ

　
　
　

さ
い
。

　
　

■
特
典

　

加
入
者
が
一
定
数
を

　
　
　

超
え
た
場
合
は
、
加
入
者
の

　
　
　

中
か
ら
抽
せ
ん
で
ペ
ア
で
海

　
　
　

外
研
修
派
遣
を
行
い
ま
す
。

　
　

■
抽
せ
ん

　

毎
年
開
く
全
国
交

　
　
　

流
集
会
で
、
申
込
ハ
ガ
キ
に

　
　
　

よ
り
抽
せ
ん
し
ま
す
。
申
込

　
　
　

み
ハ
ガ
キ
は
抽
せ
ん
券
に
も

　

な
り
ま
す
の
で
、
申
込
み
ハ
ガ
キ

　

は
必
ず
お
送
り
く
だ
さ
い
。

■
そ
の
他

　

身
体
状
況
に
よ
り
研
修

　

に
参
加
で
き
な
い
方
に
は
別
途
研

　

修
を
企
画
し
ま
す
。

＠

國
像
Ｉ
葡

▼
秋
田
難
病
連
が
「
難
病
悩
み
事
相
談
会
」

　

を
開
催

　

一
昨
年
か
ら
年
二
回
、
患
者
・
家
族
を

対
象
に
「
難
病
療
育
相
談
会
」
を
開
い
て

い
ま
す
が
、
医
療
の
ほ
か
に
生
活
上
の
相

談
が
数
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
状
況
を
考

え
六
月
二
十
八
日
、
「
難
病
悩
み
事
相
談

会
」
を
新
た
に
実
施
し
、
秋
田
市
、
秋
田
県

医
療
社
会
事
業
協
会
が
後
援
し
ま
し
た
。

▼
全
国
低
肺
機
能
患
者
団
体
協
議
会
が
厚

　

生
省
交
渉

　

肺
結
核
の
後
遺
症
な
ど
か
ら
低
肺
機
能

に
悩
む
人
た
ち
の
代
表
が
五
月
二
十
五

日
、
実
体
調
査
の
実
施
、
訪
問
看
護
の
充

実
な
ど
在
宅
酸
素
療
法
の
改
善
、
低
肺
ホ

ー
ム
の
建
設
な
ど
を
求
め
て
交
渉
を
行
い

ま
し
た
。

▼
全
交
災
が
労
災
職
業
病
ニ
ュ
ー
ス
を
発

　

行

　

労
災
職
業
病
闘
争
の
中
央
セ
ン
タ
ー
と

し
て
機
関
紙
の
定
期
発
行
が
長
年
の
懸
案

で
し
た
が
、
こ
の
程
実
現
し
ま
し
た
。
労

災
職
業
病
に
関
す
る
政
府
・
財
界
の
攻
撃

を
は
じ
め
と
す
る
諸
情
勢
を
提
供
し
、
各

地
で
の
仲
間
の
だ
た
か
い
を
全
国
的
規
模

で
交
流
し
、
学
び
合
う
た
め
に
こ
の
ニ
ュ

ー
ス
の
活
用
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

▼
全
肝
協
「
エ
イ
ズ
予
防
法
案
」
に
反
対

　

五
月
二
十
三
日
か
ら
二
日
間
、
金
沢
市

で
開
か
れ
た
第
二
回
総
会
で
、
政
府
の
「
エ

イ
ズ
予
防
法
案
」
は
正
し
い
知
識
の
普
及
、

効
果
的
な
予
防
対
策
に
な
っ
て
い
な
い
と

し
て
反
対
す
る
「
声
明
」
を
発
表
し
ま
し

た
。

▼
神
戸
市
難
病
連
が
「
神
戸
市
難
病
条
例
」

　
　

（
案
）
を
陳
情

　

神
戸
市
内
の
難
病
患
者
・
家
族
及
び
市

民
が
適
切
な
診
療
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
、

難
病
者
手
帳
の
交
付
、
予
防
及
び
研
究
体

制
の
確
立
な
ど
五
項
目
に
つ
い
て
神
戸
市

に
陳
情
を
行
い
ま
し
た
。

｡ilN^の抑蘭
ア

▼
千
葉
県
難
病
団
体
連
絡
協
議
会
か
発
足

　

8
7

　

　

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
、
ス
モ
ン
、
ベ
ー
チ

　

。

エ
ト
病
な
ど
難
病
に
苦
し
む
患
者
・
家
族

の
交
流
を
図
り
、
治
療
研
究
の
向
上
を
訴

え
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
。
活
動
目
標
の

一
つ
は
「
難
病
セ
ン
タ
ー
」
の
設
立
。
県

内
に
難
病
の
治
療
・
研
究
を
す
る
専
門
的

な
医
療
機
関
が
な
く
、
ほ
と
ん
ど
東
京
の

病
院
に
か
か
っ
て
い
る
た
め
、
県
内
に
施

設
を
設
け
る
か
、
せ
め
て
交
通
費
の
補
助

を
と
、
県
に
働
き
か
け
ま
す
。

▼
「
秋
田
難
病
連
十
年
の
あ
ゆ
み
」
発
行

　

秋
田
難
病
連
で
は
協
議
会
結
成
十
年
を

迎
え
ま
し
た
。
こ
れ
を
機
に
発
行
し
た
も

の
で
、
加
盟
団
体
の
あ
ゆ
み
、
難
病
療
育

相
談
の
実
施
状
況
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
運
動
と
秋

田
難
病
連
な
ど
五
十
数
ペ
ー
ジ
か
ら
な
る

立
派
な
記
念
誌
で
す
。

　

’
・
二
一
一
一
一
・
―
・
二
Ｉ
一
一
一
・
―
・
こ
一
一
一
‘
・
番
・
二
Ｉ
一
一
一
・
Ｓ
・
・
｀
こ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

　
　
　
　
　

各
会
の
皆
様
、
総
会
ご
苦

労
さ
ま
で
し
た
。
Ｊ
Ｐ
Ｃ
も

今
号
は
四
ペ
ー
ジ
増
し
て
特

集
に
し
ま
し
た
。
次
号
か
ら

は
ま
た
八
ペ
ー
ジ
で
す
。
不

順
な
天
候
で
す
。
ご
自
愛
を
。

卯
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